
静岡県では、県庁の仕組みや仕事などについて理解を深めてもらうことを目的に、
小学生の夏休み期間に合わせて「夏休み親子県庁見学」を実施します。
皆さんのご参加をお待ちしています。

小学４年生以上の児童とその保護者

県庁の仕組みと仕事の説明

県庁内施設見学

(主な見学予定先)

・県議会本会議場 ・危機管理センター

※都合により、見学先が変更となる場合があります。

・方法 電子申請、電話又はＦＡＸにより事前申込み
・期間 ７月 3 日（月）から 7 月 24 日（月）まで

(応募多数の場合抽選)
・時間 8：30～17：00（土日・祝日を除く）

・連絡先(問合せ)
静岡県知事戦略局広聴広報課(県庁案内) TEL 054-221-2455

FAX 054-221-2419

月 日 時 間 場 所 募集人数 託児

８月７日（月） 13:30～1６:00

静岡県庁

(静岡市葵

区追手町

9 番 6 号)

各５0 人

小学３年生以下の

お子様の託児を実

施します（定員あ

り）。

８月８日（火） 13:30～16:00

８月２２日（火） 13:30～16:00

８月23日(水) 9:45～12:15

(県議会本会議場の見学 )

８月７日、８日、22 日、23 日の４日間で開催

対 象

内 容

開催日程

申 込
申込は

こちら



県庁見学に参加される方へ

● 混雑を防止するため、やむを得ず入室人数等を制限する場合がありま

すので、御了承ください。

● 来庁時、見学時はこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願

いします。

● 見学中は大きな声での会話を控えてください。

● 見学中に出たごみは持ち帰るようお願いします。

県庁見学（団体）のご案内
１ 見学できる日

月～金曜日(祝日と年末年始の閉庁日を除く日)

２ 見学時間（次の時間の中で 60 分又は 90 分）
午前 10 時～12 時 00 分、午後１時 30 分～３時 30 分

３ 見学人数
１グループ概ね 10～30 人

午前、午後それぞれ３グループ １日６グループ(概ね 180 人)まで見学できます。

４ 見学場所（次の中から２～３箇所を選択）
①県議会本会議場 ② 危機管理センター ③館内めぐり

④県警察本部通信指令室（１１０番センター静岡）※

⑤土木防災情報センター（サイポス室）※ ⑥警察広報センター（エスピーひろば) ※
※別途人数制限等があります。

５ 申込み方法
見学希望日の３週間前まで（必着）に、「県庁見学等申込書」に御記入のうえ、郵送、

ＦＡＸまたは電子申請（静岡県ホームページ→電子申請）からお申込みください。

＜県庁見学に関するお問い合わせ先＞
県広聴広報課 県庁案内担当

(電話：054-221-2455 FAX：054-221-2419)

随時受け付けています。


